
高額介護
サービス費の支給

利用者負担額の上限額

区 分 世帯および
個人の上限額

生活保護受給者など 15,000円

世帯全員が市町村民税非課税で

あり、下記①または②の方

①老齢福祉年金受給者

②合計所得金額と課税年金収入

額の合計が80万円以下の方

（世帯）
24,600円
（個人）
15,000円

世帯全員が市町村民税非課税で

上記以外の方
24,600円

市町村民税課税世帯の方 37,200円

　
要
介
護
者
な
ど
が
１
か
月
間
に

受
け
た
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利

用
者
負
担
額
が
下
表
の
上
限
額
を

超
え
た
場
合
に
、
高
額
介
護
サ
ー

ビ
ス
費
と
し
て
知
多
北
部
広
域
連

合
か
ら
払
い
戻
し
が
あ
り
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
利
用
者
負
担
額
は
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
費
用
の
１
割
負
担

に
限
ら
れ
ま
す
（
福
祉
用
具
購
入

費
・
住
宅
改
修
費
の
１
割
負
担
、

食
費
・
居
住
費
、
日
常
生
活
費
な

ど
は
対
象
外
）。

　
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
支
給

対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
方
に

は
、
知
多
北
部
広
域
連
合
か
ら「
高

額
介
護
（
介
護
予
防
）
サ
ー
ビ
ス
費

給
付
の
お
知
ら
せ
」
が
送
付
さ
れ
ま

す
の
で
、
同
封
の
申
請
書
を
申
請

窓
口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

は
利
用
者
負
担
額
を
支
払
っ
て
か

ら
２
年
で
時
効
と
な
り
、
申
請
で

き
な
く
な
り
ま
す
の
で
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

●
申
請
手
続
き
の
注
意

　
同
一
世
帯
で
複
数
の
方
が
介
護

保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
て
い

る
場
合
は
、
世
帯
内
の
利
用
者
全

員
の
申
請
が
必
要
に
な
り
ま
す
の

で
、
利
用
者
全
員
分
の
申
請
書
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、

す
で
に
世
帯
の
一
部
の
利
用
者
が

支
給
を
受
け
て
い
る
場
合
に
は
、

新
た
に
対
象
と
な
る
方
の
み
申
請

書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
（
す
で

に
受
給
し
て
い
る
方
は
申
請
不

要
）。
ま
た
、
申
請
は
初
回
の
み

で
２
回
目
以
降
は
不
要
で
す
。
詳

細
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
窓
口

　
福
祉
課
　
内
線
１
２
４

要
介
護
認
定
者
の
所
得
税

な
ど
の
障
害
者
控
除

　
所
得
税
と
町
県
民
税
の
障
害
者

控
除
は
、
身
体
障
害
者
手
帳
な
ど

を
持
っ
て
い
る
方
以
外
に
、
次
の

条
件
に
該
当
す
る
方
も
受
け
ら
れ

ま
す
。「
障
害
者
控
除
対
象
者
認

定
書
」
を
発
行
し
ま
す
の
で
福
祉

課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

●
対
象

平
成
26
年
12
月
31
日
現
在
、
満

65
歳
以
上
の
方

　
普
通
障
害
者
…
要
介
護
１
以
上

と
認
定
さ
れ
た
方

　
特
別
障
害
者
…
介
護
保
険
の
要

介
護
度
が
３
以
上
の
方
の
う
ち
、

次
の
ど
ち
ら
か
に
該
当
す
る
方

①
申
告
対
象
年
の
12
月
31
日
か

ら
さ
か
の
ぼ
っ
て
６
か
月
以

上
寝
た
き
り
の
状
態
が
続
い

て
い
て
、
要
介
護
認
定
の
際

に
提
出
さ
れ
た
主
治
医
意
見

書
の
「
障
害
高
齢
者
の
日
常

生
活
自
立
度
（
寝
た
き
り

度
）」が
B1
、
B2
、
C1
、
C2
の
方

②
要
介
護
認
定
の
際
に
提
出
さ

れ
た
主
治
医
意
見
書
の
「
認

知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自

立
度
」が
Ⅳ
か
Ｍ
の
方

お
む
つ
に
係
る
医
療
費
控
除

　
お
お
む
ね
６
か
月
以
上
寝
た
き

り
状
態
で
、
医
師
に
よ
り
お
む
つ

の
使
用
が
必
要
と
認
め
ら
れ
た
方

の
お
む
つ
購
入
費
は
医
療
費
控
除

の
対
象
と
な
る
た
め
、
医
師
が
発

行
す
る「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」が

必
要
で
す
。

　
介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
を
受

け
て
お
り
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
方
は
「
お
む
つ
使
用
証
明

書
」
に
代
わ
る
証
明
書
を
発
行
し

ま
す
の
で
、
福
祉
課
へ
申
請
し
て

く
だ
さ
い（
無
料
）。

①
お
む
つ
代
に
係
る
医
療
費
控
除
を

受
け
る
の
が
２
年
目
以
降
の
方

②
要
介
護
認
定
の
た
め
に
提
出
さ

れ
た
主
治
医
意
見
書
の
「
障
害

高
齢
者
の
日
常
生
活
自
立
度

（
寝
た
き
り
度
）」が
B1
、
B2
、
C1
、

C2
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
「
尿
失

禁
の
発
生
可
能
性
」
の
記
載
が

「
あ
り
」の
方

●
問
い
合
わ
せ

　
福
祉
課
　
内
線
１
２
４

●問い合わせ
　知多北部広域連合　事業課
　 ０５２－６８９－２２６３

確
定
申
告
控
除

※世帯内に複数の利用者がいる場合は
　利用者負担額を合算
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後
期
高
齢
者
医
療
で
医
療
機
関

に
か
か
っ
た
と
き
の
窓
口
負
担
額

が
高
額
に
な
っ
た
場
合
、
次
の
よ

う
な
制
度
が
あ
り
ま
す
。
対
象
と

な
る
方
に
は
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合
か
ら「
お
知
ら
せ
」を
送
り

ま
す
の
で
、
役
場
保
険
医
療
課
で

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
た
だ
し
、
ほ
か
の
市
町
村
か
ら

住
所
を
移
さ
れ
た
方
や
、
死
亡
さ

れ
た
方
な
ど
に
は「
お
知
ら
せ
」が

で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
心

当
た
り
が
あ
る
場
合
は
、
保
険
医

療
課
へ
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

高
額
療
養
費

　
１
か
月
の
医
療
費
が
高
額
に
な

り
限
度
額
を
超
え
た
場
合
、
後
期

高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
の
通

知
を
受
け
て
申
請
す
る
と
、
限
度

額
を
超
え
た
分
が
高
額
療
養
費
と

し
て
後
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
（
２

回
目
以
降
は
申
請
不
要
）。

・
外
来
だ
け
の
自
己
負
担
金
額
が

個
人
の
限
度
額
を
超
え
た
場
合

は
、
そ
の
限
度
額
を
超
え
た
分

を
支
給

・
入
院
を
含
む
場
合
や
同
じ
世
帯

に
後
期
高
齢
者
医
療
で
医
療
を

受
け
て
い
る
方
が
複
数
い
る
場

合
、
そ
の
自
己
負
担
金
額
の
合

計
が
世
帯
の
限
度
額
を
超
え
た

分
を
支
給

高
額
介
護
合
算
療
養
費

　
同
じ
世
帯
の
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
加
入
者
が
１
年
間
に
支

払
っ
た
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の

自
己
負
担
額
を
合
計
し
、
下
表
の

自
己
負
担
区
分
ご
と
の
自
己
負
担

限
度
額
を
超
え
た
場
合
に
申
請
す

る
と
支
給
さ
れ
ま
す
。

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
に

関
す
る
法
律
相
談

（
無
料
・
予
約
制
）

●
と
き

　
２
月
５
日（
木
）

　
午
後
１
時
30
分
〜
４
時
30
分

●
と
こ
ろ
　
役
場
　
相
談
室
１

●
内
容

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
上
で
生

じ
た
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
の
ト

ラ
ブ
ル
に
関
す
る
相
談
で
、
法

律
問
題
を
含
む
も
の

●
対
象

知
多
北
部
広
域
連
合
か
ら
要
介

護
ま
た
は
要
支
援
の
認
定
を
受

け
た
被
保
険
者
お
よ
び
そ
の
介

護
者

●
定
員
　
６
名（
先
着
順
）

●
応
対
者

　
知
多
北
部
広
域
連
合

　
顧
問
弁
護
士
　
熊く

ま

だ田
　
均

ひ
と
し

氏

●
申
し
込
み

　
１
月
８
日（
木
）〜
22
日（
木
）

の
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

に
電
話
で
問
い
合
わ
せ
先
へ

※
相
談
し
た
い
内
容
が
分
か
る

よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

　
知
多
北
部
広
域
連
合
　
総
務
課

　

０
５
２（
６
８
９
）
１
６
５
１

■高額療養費の自己負担限度額

負担区分

自己負担限度額

個人の限度額
（外来のみ）

世帯の限度額
（外来＋入院）

現役並み
所得の
ある方

44,400円
※80,100円＋
　（医療費－267,000円）×１％

一般 12,000円 44,400円

区分Ⅱ
8,000円

24,600円

区分Ⅰ 15,000円

■医療費と介護サービス費を

　合算する場合の自己負担限度額

負担区分 自己負担限度額

現役並み所得のある方 67万円

一般 56万円

区分Ⅱ 31万円

区分Ⅰ 19万円

●問い合わせ　
　保険医療課　内線１５３

後期高齢者医療の
高額療養費など

※負担区分が現役並み所得のある方で、過去１年間に３回

以上、世帯の限度額を超えて高額療養費に該当している

場合、４回目から世帯の限度額は44,400円

※自己負担額の計算対象となる期間は、毎年８月１

日から翌年７月31日まで
※高額療養費や高額介護（予防）サービス費に相当す

る額は、計算対象の自己負担額から除く。

※入院したときに医療費の自己負担額以外に負担し

た食事代や差額ベッド代などは対象外
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